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５．会社の体制および方針
⑴　業務の適正を確保するための体制およびその運用状況
１．基本方針

当社グループは、企業理念である「地域共栄・未来創成」に則り、顧客、株主および地域住民等広範な利
害関係者の信頼感、ならびに企業グループの価値を向上させるため、業務の有効性および効率性の確保、財
務報告の信頼性の確保、事業活動に係わる法令等の順守、資産の保全に努めます。

２．体制の整備状況
⑴　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

①当社は「取締役会規則」、「稟議規程」等に基づき、取締役の業務執行に係る事項を、取締役会または
稟議手続をもって、その重要性の度合いに応じて決議または報告し、記録を残しております。

②取締役会議事録、稟議書、決算に関する計算書類、重要な契約書等取締役の職務の執行に係る重要書類
については、各法令で定める期間保管するものとし、監査役会等からの閲覧の要請に備えるものとして
おります。

⑵　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社を取り巻くリスクを特定し対処するため、「危機管理マニュアル」および「災害対応マニュアル」

を策定し、事業リスクの認識と事故の未然防止、地震等の緊急事態の対応（クライシスマネジメント）
を定めております。また、各部門は所管業務に関する規程類の整備、教育の実施、リスクの洗い出し、
継続的な改善活動を通じてリスク管理に取り組んでおります。

②委員会活動として「コンプライアンス委員会」「安全管理委員会」「ＣＳ・地域活動委員会」「ＩＳＯ
推進委員会」（以下「4委員会」といいます。）を設置しており、グループ会社を含めた企業集団の活
動として取り組んでおります。

③交通事業者として最も優先すべき安全対策については、前述の「安全管理委員会」を設置し、運輸安全
マネジメントシステムの実行により、安全と安心の確保に努めております。

④財務報告に係るリスク管理に関しては、企業会計審議会より示された「財務報告に係る内部統制の評価
および監査の基準のあり方について」に準拠して、財務報告の信頼性を確保する内部統制システムを構
築し、運用しております。

⑶　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役は、取締役会の定期開催および毎月の部長会のほか、必要に応じて常勤役員会を開催し、重要案

件の決定および取締役の職務執行状況の報告を行っております。
②取締役の職務分掌を明確にするため、会社を代表する取締役のほか、総括取締役、業務担当取締役、使

用人兼務取締役などを定めることができることとしております。加えて、牽制機能を確保するため、独
立性の高い複数名の社外取締役が取締役会での職務執行の決定に携わっております。

③横断的な組織である4委員会の委員長に業務担当取締役を任命しており、全社的かつ適正な判断が効率
的に行える体制をとっております。

⑷　当社の取締役ならびに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①当社は、「企業行動憲章」「行動規範」を制定し、法令順守、社内規程順守および企業倫理に則って行

動するための指針を明確にしております。
②当社は、「職制規程」「職務分掌規程」「権限規程」等により責任と権限の明確化を図っており、重要

な業務執行の場面において、必要に応じて監査役に指導を仰いでおります。
③常勤監査役は、取締役会への出席のほか、常勤役員会、部長会等への出席を通じて、コンプライアンス

の観点から必要な助言を行っております。
④当社は、前述した4委員会活動を通じて法令順守等の監視機能を高めております。
⑤当社は、社内および社外に「内部公益通報者保護規程」に基づく通報相談窓口を設置し、取引先からの

通報も受け付けることで法令違反等の未然防止とコンプライアンス体制の充実を図っております。
⑥社会の秩序や健全な事業活動を脅かす反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応する旨を「行動

規範」および後述する「危機管理マニュアル」に定めております。
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⑸　当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

⑸の(ｲ)
当社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他
これらの者に相当する者（下記⑸の(ﾊ)および⑸の(ﾆ)において「取締役等」という。）の職務の執行に係
る事項の当社への報告に関する体制
当社グループにおけるガバナンス強化策の一環として、当社は「子会社管理規程」を定め、子会社経営報
告会や親会社役付役員と子会社幹部との意見交換会を通じて、子会社の事業計画や設備投資計画などの重
要案件の親会社への報告を義務づけるとともに、新規事業や多額の投資案件については事前審査も行って
おります。合わせて、重要案件の業務執行状況についての報告も義務づけております。

⑸の(ﾛ)
当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループの事業運営上必要な子会社にあっては4委員会に参加させ、適正に業務を行うための体制を整えて
おります。とりわけ「コンプライアンス委員会」は、グループ全社の不正の発生防止に向けた活動に取り
組んでおりますが、より実効性を高めるために内部監査を行って、課題の把握および対応策の検討を継続
的に実施しております。また、必要に応じて階層別のグループ会議を開催し、グループ経営の適正化と情
報の共有を図るとともに、当社および子会社において潜在するリスクの認識と顕在化した場合の情報伝達
ルールについても定めております。

⑸の(ﾊ)
当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、3事業年度ごとにグループ全体の重点経営計画を定めるとともに、当該期間のグループ全社の中
期経営計画を策定しております。また、親会社役職員は子会社役員を兼務し、子会社取締役会においてグ
ループの全体最適の観点から助言を行っております。加えて、グループ全体の資金調達の効率化を図るた
め、キャッシュ・マネジメント・システムを導入しております。

⑸の(ﾆ)
当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制
当社の監査役または取締役、管理職を子会社の監査役に選任することで、横断的な監査役監査を行い、法
令順守や環境保護、業務の適正化を図るとともに、親会社の監査役と子会社の監査役との連絡会を定期的
に開催しております。また、グループ全役職員に適用する「企業行動憲章」「行動規範」を策定するとと
もに、グループの役職員が当社総務課または外部の弁護士に対し直接、内部公益通報を行うことができる
ようにするなど、グループ全体で法令違反等の未然防止とコンプライアンス体制の充実を図っております。

⑹　当社の監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効
性の確保に関する事項

①監査役の職務を補助すべき使用人として監査室課長、同所属社員（以下「監査担当者」といいます。）
を内部監査業務と兼務することとして配属しており、監査担当者の中から数名をコンプライアンス委員
会に所属させ、定期的に監査を行っております。

②監査担当者の異動等については、あらかじめ常勤監査役の同意を得るとともに、監査担当者は監査役の
指揮命令に従わなければならないこととしております。

③取締役は、監査担当者がその職務を遂行するうえで不利な取扱いを受けないよう配慮し、監査担当者は
その職務を遂行するうえで不利な取扱いを受けたときは、常勤監査役に報告し、不利な取扱いを排除す
るよう求めることができることとしております。

⑺　当社の監査役への報告に関する体制
⑺の(ｲ)
当社の取締役および会計参与ならびに使用人が当社の監査役に報告をするための体制
①取締役および使用人は、部長会や4委員会報告会を通じて、法令で定められた事項、当社および当社グ

ループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス上の重要な事項について、
監査役に報告することとしております。
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②当社のコンプライアンス担当部署は、当社の役職員からの内部公益通報の内容について、業績に影響
を与えるなど重要なものは監査役に報告することとしております。

⑺の(ﾛ)
当社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務
を行うべき者その他これらの者に相当する者および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社
の監査役に報告をするための体制
①監査役会は、必要に応じて監査役以外の者を出席させ、報告と意見を聞くことができることとし、こ

れにより監査役会に出席する取締役、その他の使用人は、監査役会に対し、監査役会が求めた事項に
ついて説明しなければならないこととしております。

②当社のコンプライアンス担当部署は、当社グループの役職員からの内部公益通報の状況について、業績
に影響を与えるなど重要なものは監査役に報告することとしております。

⑺の(ﾊ)
上記⑺の(ｲ)、⑺の(ﾛ)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制
①当社は監査役に報告した者に対し、いかなる不利な取扱いを行わず、また報告をした者の職場環境が

悪化することのないように、適切な措置を取らなければならないこととしております。
②当社の内部公益通報者保護規程においても、上記①と同様の扱いとしております。

⑺の(ﾆ)
当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行につい
て生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社では、監査役または監査役会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対し
て助言を求める、または調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求
に係る費用が監査役または監査役会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むこと
ができないこととしております。

⑻　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①常勤監査役は、取締役会および常勤役員会等に出席し、決議または報告事項につき意見を述べることと

しております。また、すべての稟議書を検閲し、必要に応じて、担当者からの説明、意見を求めており
ます。

②常勤監査役は、コンプライアンス監査の実施後には、指摘事項およびレビュー結果の報告を受けており
ます。

③監査役は、必要に応じて代表取締役と会合を持ち、監査上の重要課題等についての意見交換を行うこと
としております。

３．運用状況の概要
⑴　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・取締役会その他の重要な会議の議事録等は、開催毎に作成、管理され、稟議書等職務の執行に係る重要
書類と合わせて、セキュリティが確保された場所で適切に保管しております。重要な会議等の開催状況
は後述しております。

⑵　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク対策のうち、災害に関する取り組みとして、「災害対応マニュアル」に基づく地震等の緊急事態

への通信訓練等を実施しました。主な訓練の実施状況は後述しております。
・リスク対策のうち、情報セキュリティに関する取り組みとして、外部のシステム専門会社による情報セ

キュリティ監査を受け、問題点の洗い出しを行うと共に、指摘事項については順次改善に取り組んでお
ります。また、外部からの不正アクセスや社内での重要な情報の漏洩防止のために、情報管理に関する
セミナーを開催しました。主な研修の実施状況は後述しております。

・コンプライアンス委員会では、実効性を確保するため定期的にコンプライアンス監査を実施しました。
また、各委員からの担当部門における法令、社内規程等の順守状況の報告を通じて状況を把握したうえ
で、コンプライアンス委員が中心となって厳正な調査を行い、改善・再発防止策を講じております。
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・安全管理委員会では、運輸安全マネジメントシステムに基づく運輸安全マネジメント監査を実施し、安
全確保の徹底を図りました。

・財務報告に係る内部統制については、監査室による監査・評価を実施し、当期において重大な欠陥や不
備が存在しないことを確認しました。

⑶　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会では、取締役と監査役の出席の下、客観的・合理的判断を確保しつつ、法令または定款に規定

する事項および業務の執行状況等、経営の重要事項について、報告、審議、決議を行いました。
・取締役会には、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性および効率性を高める

ために、独立性の高い社外取締役2名が常時出席しました。
・４委員会では、業務担当取締役が中心となって各委員会活動を全社的かつ効率的に運営しております。

⑷　当社の取締役ならびに使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社および子会社は、法令順守、社内規程順守および企業倫理に則って行動するための指針として「企

業行動憲章」「行動規範」を制定しておりますが、それらは神姫バスグループ全社員が所有する「神姫
バスグループ早わかり帳」や、社員が常に社内で閲覧出来るようにするために、社内イントラネットに
掲載するなどしてグループ全社員に周知、浸透させてきました。

・常勤監査役は、取締役会、常勤役員会、部長会等への出席を通じて、コンプライアンスの観点から必要
な助言を行ってきました。常勤監査役の重要な会議等への出席状況は後述しております。

・当社および子会社において、「内部公益通報者保護規程」に基づく通報は認められませんでした。
・反社会的勢力への対応については、グループ全社における契約書等への暴力団排除条項の導入状況を確

認すると共に、導入の徹底を図りました。

⑸　当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は子会社経営報告会等において、子会社に関する重要事項を定期的に審議・決定し、子会社の業務

執行を管理しました。
・階層別のグループ会議として、グループ代表者会議や総務担当者会議を開催しました。
・リスクの認識と法令関係の知識を深めるため、グループ全社の役員研修として、法令解説、社内不正防

止、労務関係をテーマとしたセミナーを開催しました。
・当社グループは、平成28年4月から平成31年3月までを対象期間とする第8次中期経営計画を策定しま

した。
・当社は、キャッシュ・マネジメント・システムによって約58億円（平成28年3月31日現在）の子会社

余剰資金を調達し、姫路駅前の飲食ビルの建設資金等に充当するなどして効率的な資金運用に努めまし
た。

⑹　当社の監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効
性の確保に関する事項

・監査室課長および監査担当者は、監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役の指揮命令下で職務
を行いました。

・監査担当者が、その職務を遂行するうえで不利な制約を受けた事例は認められませんでした。

⑺　当社の監査役への報告に関する体制
・部長会および4委員会報告会では、代表取締役、役付取締役、取締役および部長（4委員会報告会は管

理職）が法令で定められた事項、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項等について審議す
ると共に、同会には常勤監査役にも出席を求め内容の報告をしました。

・監査役会は、必要に応じて当社グループの役職員を監査役会に出席させ、報告と意見を求めました。
・監査役に報告すべき事項の報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けた

事例は認められませんでした。
・監査役の職務に必要な費用は、監査役の請求に従い速やかに処理しました。

⑻　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・常勤監査役は、取締役会および部長会には常時出席し、取締役の職務執行等につき意見を述べるほか、

稟議書等を常時検閲するなどして、監査の実効性の確保に努めました。
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・コンプライアンス監査は、当社の全部門と子会社全社を対象にして実施し、実施内容については常勤監
査役に報告しました。

・監査役は、必要に応じて代表取締役と会合を持ち、意見交換を行いました。なお、取締役会開催前の両
者の会合には、社外取締役も加わっております。

（重要な会議等の開催状況）
重要な会議等 開催回数 上記との関連番号

取締役会 6回 （1）（3）（8）

監査役会 9回 （1）（7）

部長会 12回 （3）（7）

子会社経営報告会等 4回 （5）

階層別のグループ会議 4回 （5）

親会社の監査役と子会社の監査役との連絡会 3回 （5）

4委員会報告会 1回 （7）

コンプライアンス委員会 2回 （4）

安全管理委員会 7回 （4）

ＣＳ・地域活動委員会 6回 （4）

ＩＳＯ推進委員会 3回 （4）

（常勤監査役の重要な会議等への出席状況）
重要な会議等 出席回数 出席率 上記との関連番号

取締役会への出席 6回 100％ （4）（8）

部長会への出席 12回 100％ （4）

（主な研修・訓練の実施状況）
主な研修・訓練 実施回数 上記との関連番号

グループ全社の役員研修 2回 （5）

災害対応マニュアルに基づく地震等の緊急事態への通信訓練等 2回 （2）

情報セキュリティ研修 1回 （2）（5）
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⑵　株式会社の支配に関する基本方針
１．当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業
価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向上さ
せていくことを可能とする者である必要があると考えております。
　当社は、特定株主グループによる当社経営への関与は、当社の企業価値を毀損するものではなく、それが
当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものであれば何ら否定するものではありま
せん。
　しかしながら、大規模買付者が、当社の財務および事業の内容を理解するのはもちろんのこと、下記２．
⑴の「当社の企業価値の源泉」を十分に理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させることを可能
とする者でなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は損なわれることになります。
　近時の資本市場においては、新しい法制度の整備や企業構造・企業文化の変化等を背景として、対象とな
る上場企業の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として対象会社に影響力を行使し
うる程度の大規模な株券等の買付行為等を強行するといった事態も生じています。今後もこうした大規模な
株券等の買付行為等が行われることが十分に想定されます。
　このようなリスクを認識しつつ、何ら対応策を講じないまま企業経営を行い、特定株主グループの議決権
割合が20％以上となることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決
権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かか
る買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）の提案がなされた場合、目先の株価の維持・上昇を
目的とした経営判断を求められかねません。中長期的な視点から、企業価値向上に集中して取り組み、大規
模買付行為の提案の是非を判断するためには、特段当社に対する大規模買付行為の提案がなされていない時
点において予め、そうした提案への対応策を導入しておくことが必要であると判断しております。
　このように、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資することのない大規模買付者は、
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為
に対しては、当社は、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益
の確保・向上を図ることが必要であると考えます。

２．当社の基本方針の実現に資する特別な取組み
⑴　当社の企業価値の源泉

　当社は、公共性の極めて高いバス事業を中核事業として営んでおり、地域に密着した企業としての役割の
重要性をも認識した上で、「地域共栄・未来創成」という企業理念のもと、企業価値の増大と社会的責任を
果たすことを経営における基本方針としております。また、この基本方針の実現を通じて、株主共同の利益
の確保・向上を図ることを目指しております。
　当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のために、①積極的な増収・増益策の実施、②コス
ト管理の強化、③経営資源の有効活用を推進し、かつＣＳＲ（企業の社会的責任）を果たすために、⒜法令
順守（コンプライアンス）、⒝危機管理、⒞雇用維持、⒟ＣＤ（顧客感動）、⒠環境対策および社会福祉対
策を推進することについて、日々努力を重ねております。
　具体的には、①生活路線の可能な限りの維持を基本とするも、効率化を図るための不採算路線の整理・縮
小と採算の見込める路線への輸送力シフト、②不採算地域一括での分社化、管理の委託化、コミュニティバ
ス体系化の推進、③高速バス路線の拡大、ニュータウン線の拡充、神戸中心地への短絡ルート線の充実、公
営バスからの路線譲受け・管理受託、④適正な賃金レベル・労働条件の維持、⑤ＣＳ（顧客満足）から更に
進んだＣＤ（顧客感動）の実現、車両および搭載機器の更新、⑥バスロケーションシステムとドライブレコ
ーダー導入による利便性確保と緊急時対応を進めております。また、当社グループにおけるバス事業以外の
その他の事業については、飲食、レジャー、不動産賃貸、建売分譲等、生活関連事業を中心としたサービス
事業への積極的展開と、自動車整備等、自動車関連事業の堅実な展開を目指しております。具体的には⒜サ
ービス事業でのＦＣ加盟による新規分野への進出、Ｍ＆Ａや産官学連携による事業領域の拡大、⒝収益物件
取得による安定収益確保および⒞自治体等の施設の運営受託または施設譲受けを進めております。
　以上を骨子とした諸施策の実施とともに、バス輸送をはじめ商品・サービスの安全性確保のために管理の
徹底を図っております。当社は売上高および経常利益の増大、事業の選択と集中、および不要不急の資産の
売却・活用による借入額の軽減等を通じ、公共性の強い当社の事業展開と経営基盤の安定強化を図ることで、
当社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります。
　当社を中核とする神姫バスグループが、その経営理念とバス事業者としての公共的使命およびこれらを背
景とするビジョンに基づき企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図るためには、中核事業である
バス事業の健全経営によって生み出される信用とその知名度を生かして、地域との深い関わりを基盤とした
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事業展開を推進し、既存事業の周辺事業・派生事業を中心に事業の多角化を図ることが必要不可欠と考えま
す。今後もこの方針を継続し、事業ポートフォリオを拡充させていくことで、外的な要因によって経営に不
安定要素が生じるリスクを分散させることを目指しております。また、当社の事業計画は、平成７年度から
開始した３年単位の中期経営計画によって遂行されており、現在は第７次計画の途中にあたりますが、特に
当社の中核事業であるバス事業においては、公共交通機関としての重要な要素である「安全性」に裏打ちさ
れた、公共性と経済性の双方のバランスのとれた経営が必要であり、これらこそが企業価値の源泉であると
考えております。
⑵　コーポレートガバナンスの強化

　当社は、当社の企業価値の向上のために、コーポレートガバナンスの強化を図っております。
　具体的には、平成18年６月29日開催の第123回定時株主総会（以下、「第123回定時株主総会」といい
ます。）において、取締役の任期を１年に短縮する定款変更を行っており、これにより、取締役の経営責任
の明確化を図っております。また、当社の取締役９名のうち、２名については独立性を有する社外取締役と
しており、いずれも独立役員として東京証券取引所に届出ております。
　さらに、当社は、監査役会を設置しておりますが、平成19年６月28日より、従来の常勤監査役１名およ
び社外監査役２名の計３名体制から、社外監査役を１名増員し、常勤監査役１名および社外監査役３名の計
４名体制に変更し、監査機能の強化を図っております。なお、社外監査役３名についても独立役員として東
京証券取引所に届出ております。
　このように、当社は、コーポレートガバナンスの強化を図ることにより、当社の企業価値ひいては株主共
同の利益の確保・向上に努めております。

３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止す
るための取組み

　当社取締役会は、当社が上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、大規模買付行為に応じて当
社株式の売却を行うか否かは、基本的に株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであり、大規模買付行為
に対する対抗措置の発動そのものについても株主の皆様に直接的にご判断いただくことが望ましいと考えて
おります。
　しかしながら、大規模買付者による大規模買付行為、とりわけ限られた時間内で買付行為に応じるか否か
を判断することが求められる公開買付けが行われた場合には、他の株主の皆様が当該公開買付けに応じるか
否か明らかでない状況下において、公開買付けの内容には満足できないものの、応募しないと公開買付けが
成立してしまい、売却の機会を失ってしまうという不安感から、株主の皆様が不本意な形で大規模買付行為
に応じて保有する株式を売却せざるを得ないという、株式の売却を事実上強要される事態も想定されます。
　このため、当社取締役会の同意を得ることなく公開買付けによる大規模買付行為が行われる場合に、①株
主の皆様が大規模買付者による当該大規模買付行為に賛同するか否かについて、十分な時間をかけて検討し、
その判断を株主総会という株式会社の基本的な意思決定の場において表明する機会を確保すること、および
②当社取締役会としても、株主の皆様が、その判断を下すにあたって大規模買付者および大規模買付行為に
関して十分な情報等を得られるように努力することが、企業価値ひいては株主共同の利益を守るために重要
であると考えております。
　さらに、当社取締役会といたしましては、昨今の市場における大規模買付行為の実態を考えますと、公開
買付け以外の方法によって当社株券等の買付行為が行われる場合であっても、大規模買付者に対し、大規模
買付行為を行うにあたり、当社取締役会の同意を得ることを求めることとし、当社取締役会の事前の同意な
く行われた大規模買付行為に対しては、一定の対抗措置を採る必要があると考えております。また、当社取
締役会としては、株主共同の利益を守るために、大規模買付者により行われる大規模買付行為に関して十分
な情報等の取得に努め、これらの情報を株主の皆様にご提供することを通じて、大規模買付行為に応じるか
否かを株主の皆様にご判断いただくことに役立てるよう努力することが必要であると考えております。
　そこで、当社は、第123回定時株主総会において、大規模買付行為への対応方針（以下、「当初対応方針」
といいます。）を導入し、その後、平成21年６月26日開催の第126回定時株主総会（以下、「第126回定
時株主総会」といいます。）および平成24年６月28日開催の第129回定時株主総会（以下、「第129回定
時株主総会」といいます。）において、「買収防衛策一部変更・継続の件」をご承認いただき、当初対応方
針の内容を一部変更いたしました（以下、第129回定時株主総会決議による継続後の当該対応方針を「旧対
応方針」といいます。）。
　旧対応方針の有効期間は、平成27年６月26日開催の当社定時株主総会（以下、「本定時株主総会」とい
います。）までとなっておりましたが、当社は、当社の基本方針の実現に資する特別な取組みの一部変更、
大規模買付者が大規模買付ルール（以下において定める内容を指します。）を順守しない場合であっても、
対抗措置を発動しない場合を明確化したほか、旧対応方針の表現および字句等を一部変更の上、当社株式に
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対する大規模買付行為への対応方針を継続する議案を第132回定時株主総会にお諮りし、ご承認いただきま
した（以下、変更後の当該対応方針を「本対応方針」といいます。）。
　これにより、当社取締役会は、今後も大規模買付者に対して、本対応方針に定めた大規模買付ルールに従
って買付けを行うことを求めることといたしました。
　大規模買付ルールの具体的な内容は、以下のとおりであります。
　①大規模買付者が、当社取締役会の事前の同意を得ずに公開買付けを実施する場合は、公開買付期間を法

令上の最長期間である60営業日に設定すること。
　②大規模買付者が、公開買付け以外の方法で当社株券等を取得しようとする場合または結果として当社株

券等を取得することとなる場合には、事前に当社取締役会の同意を得ること。
　また、当社取締役会としては、大規模買付行為が行われる場合、大規模買付ルールの順守の有無にかかわ
らず、大規模買付者から大規模買付者および大規模買付行為に関する情報の取得に努め（以下、取得する情
報を「大規模買付情報」といいます。）、取得した当該情報を株主の皆様にご提供した上で、大規模買付行
為の妥当性をご判断いただけるように努力いたします。
　また、当社取締役会は、その意見および代替案の検討のために、弁護士、公認会計士または学識経験者等
の公正な外部専門家（以下、これらの外部専門家を総称して「外部専門家」といいます。）の意見、助言等
を得るように努めるものとします。
　特に、大規模買付ルール①に従って、当社取締役会の同意のない公開買付けにより行われる大規模買付行
為の場合には、当社取締役会は、株主の皆様への情報提供として、大規模買付者から株主総会開催日の概ね
30日前までに受領した大規模買付情報については、株主の皆様のご判断の参考としていただくため、株主総
会招集通知とともに送付させていただくこととします（但し、当社取締役会において、株主総会招集通知に
同封して発送することが、時間的、または取得した大規模買付情報の量から困難であると判断した場合には、
当社ホームページ（http://www.shinkibus.co.jp/index.html）にて、当該大規模買付情報を開示する場合
があります。）。また、株主総会開催日の概ね30日前を経過後に提供された大規模買付情報については、随
時、当社ホームページにて開示することといたします。
　当社取締役会としては、大規模買付情報の取得および大規模買付者との交渉等に努め、また、外部専門家
の意見、助言等も参考にした上で、取得した情報等に基づいて可能な範囲内において、取締役会としての意
見および代替案等を株主の皆様にご提示します。
　特に、大規模買付ルールが順守され、当社株主総会が開催される場合には、株主総会開催日までに、取締
役会としての意見および代替案等を株主の皆様にご提示いたします。
　なお、大規模買付者からの大規模買付情報の提供の有無、提供された大規模買付情報の十分性自体等は、
大規模買付行為に対する対抗措置の発動の要否の判断に影響するものではありません。例えば、公開買付け
により行われる大規模買付行為の場合は、大規模買付ルール①に従って、公開買付けが実施された場合には、
当社株主総会の判断に基づいて対抗措置の発動の要否が判断されることになり、提供された大規模買付情報
が不十分であるとの理由に基づいて当社取締役会の判断のみによって対抗措置を発動するといった、当社取
締役会による裁量的な判断等は一切排除されることになります。
　大規模買付者が大規模買付ルール①を順守した場合、当社取締役会は、公開買付期間満了前に株主総会を
開催し、当社取締役会は、当該株主総会において、大規模買付者および当社取締役会の承認を得ることなく
大規模買付者から新株予約権を承継した者またはこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同して行動
する者として当社取締役会が認めた者（以下、「大規模買付者等」といいます。）のみ行使することができ
ないという内容の行使条件および大規模買付者等以外の者からは、当社取締役会が別途定める一定の日に当
社株式１株と引き換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項等が付された新株予約権の無償割当てに関す
る議案を、決議の対象として上程します。
　大規模買付者が大規模買付ルール②を順守した場合、当社取締役会としては、株主の皆様に対して、それ
までに受領した大規模買付情報を提供するほか、外部専門家の意見、助言等を得て、かかる意見、助言等も
参考にした上で、当社取締役会としての意見および代替案等をご提示いたしますが、当該大規模買付行為に
対する対抗措置の発動は行いません。

これに対し、大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合、当社取締役会は、当社の企業価値を著
しく毀損しない買付行為であり、対抗措置の発動が必要でないまたは相当でない場合を除き、一定の基準日
を設定した上で、対抗措置として新株予約権の無償割当ての決議を行います。
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４．上記各取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
⑴　基本方針の実現に資する特別な取組みについて

　上記２.の「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」については、当社の企業価値の向上ひいては株
主共同の利益の確保・向上のための取組みであり、基本方針の実現に沿うものであります。
　したがって、当該取組みは当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的
とするものではありません。
⑵　基本方針に照らして不適切な支配の防止のための具体的な取組みについて

ア 当該取組みが基本方針に沿うものであること
　本対応方針は、当社取締役会の同意を得ることなく公開買付けによる大規模買付行為が行われる場合に、
①株主の皆様がその是非について十分な時間をかけて検討し、その判断を株主総会の場において表明する機
会を確保すること、および②当社取締役会としても、株主の皆様が、その判断を下すにあたって大規模買付
者および大規模買付行為に関して十分な情報等を得られるように努力するものであります。また、本対応方
針は、公開買付け以外の方法によって大規模買付行為が行われる場合であっても、大規模買付者に対し、当
社取締役会の同意を得ることを求め、当社取締役会の事前の同意なく行われた大規模買付行為に対しては、
外部専門家の意見・助言等も参考にした上で、一定の対抗措置を採ることとしており、企業価値ひいては株
主共同の利益の確保・向上を図ることを目指しており、基本方針に沿うものであります。
イ 当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目

的とするものではないこと
　本対応方針は、①第123回定時株主総会において、買収防衛策に係る定款変更案および当初対応方針の導
入自体について株主の皆様からご承認いただいた後、第126回定時株主総会、第129回定時株主総会および
第132回定時株主総会において、当初対応方針または旧対応方針を一部変更の上で継続することについて、
株主の皆様からご承認をいただいており、今後も本対応方針を一部変更、継続する場合には、定時株主総会
において株主の皆様からご承認いただくことを条件としていること、②大規模買付ルール①に従った公開買
付けによる大規模買付行為が行われた場合には、公開買付期間の満了前までに株主総会を開催し、本対応方
針に基づいた対抗策を発動するか否かにつき直接的に株主の皆様にご判断いただくこととなっていること、
③本対応方針の有効期間を平成30年に開催する当社の定時株主総会までとし、本対応方針の継続について、
改めて株主の皆様のご判断を仰ぐこと、④当社定款第41条（定款変さらにより条数が変更された場合には同
条項に相当する条項とします。）に基づいて、当社取締役会は、いつでも本対応方針を廃止することができ
ること、⑤第123回定時株主総会において取締役の任期を１年とする定款変更議案を株主の皆様にご承認い
ただいており、取締役の選任を通じて株主の皆様の意向をより直接的に反映することから、株主の皆様の意
思をより反映する仕組みとなっております。
　また、本対応方針は、客観的かつシンプルな大規模買付ルールを設定していることに加え、大規模買付者
に対して対抗措置が発動されない場合についても、客観的な基準が設定されており、取締役会の恣意性を排
除する措置がなされているといえます。

さらに、本対応方針は、毎年株主の皆様により選任される取締役によって構成される当社取締役会におい
て、随時、本対応方針の継続または改廃の決議を行うことができ、デッドハンド型買収防衛策またはスロー・
ハンド型買収防衛策のいずれでもありません。

また、本対応方針は、経済産業省および法務省が平成17年５月27日付けで公表した「企業価値・株主共
同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた①企業価値・株主共同の
利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則の三原則を完全に充
足し、また、東京証券取引所の有価証券上場規程第440条（買収防衛策の導入に係る遵守事項）の趣旨に合
致したものです。さらに、本対応方針は、企業価値研究会が平成20年６月30日付けで公表した「近時の諸
環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨を踏まえた内容になっております。

以上の理由により、当社取締役会は、上記３．の「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務お
よび事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」について、当該取組みが当社の株主の皆
様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断し
ております。
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連結株主資本等変動計算書

（平成27年４月 １ 日から
平成28年３月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

平成27年４月１日　期首残高 3,140 2,235 29,514 △430 34,459
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △150 △150
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,133 2,133

自 己 株 式 の 取 得 △4 △4
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 1,983 △4 1,978
平成28年３月31日　期末残高 3,140 2,235 31,497 △435 36,437

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配 株 主
持 分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

平成27年４月１日　期首残高 1,653 418 2,072 20 36,551
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △150
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,133

自 己 株 式 の 取 得 △4
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 178 △156 21 1 23

連結会計年度中の変動額合計 178 △156 21 1 2,002
平成28年３月31日　期末残高 1,831 262 2,093 22 38,553

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

⑴連結の範囲に関する事項
①連結子会社の状況

連結子会社の数　　　　　　　　23社
主要な連結子会社の名称　　　　神姫フードサービス株式会社

神姫商工株式会社、株式会社ホープ
神姫産業株式会社、株式会社エルテオ
神姫観光バス株式会社、神姫バスツアーズ株式会社
なお、当連結会計年度より、株式会社大陽商会の全株式を取得したため、同社を
連結の範囲に含めております。

②非連結子会社の状況
非連結子会社の名称　　　　　　しんきエンジェルハート株式会社　他
連結の範囲から除いた理由　　　非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていな
いため、連結の適用範囲から除外しております。

⑵持分法の適用に関する事項
①持分法を適用した非連結子会社および関連会社の状況

持分法適用の非連結子会社
および関連会社の数 １社

会社の名称　　　　　　　　　　株式会社山陽百貨店
②持分法を適用していない非連結子会社および関連会社の状況

会社の名称　　　　　　　　　　しんきエンジェルハート株式会社　他
持分法を適用しない理由　　　　各社の当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも少額であり、連結計算書類に及ぼす影響は軽微であるため、持分法の適
用範囲から除外しております。

⑶連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

⑷会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準および評価方法
(ⅰ)有価証券

その他有価証券
　時価のあるもの　　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）
　時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

(ⅱ)たな卸資産
商品および製品　　　　　　　　売価還元法による原価法等（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）
分譲土地建物　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）
仕掛品　　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）
原材料および貯蔵品　　　　　　移動平均法による原価法等（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）
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②重要な減価償却資産の減価償却の方法
(ⅰ)有形固定資産 主として定率法を採用しております。

（リース資産を除く） ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定
額法によっております。また、車両のうち連結計算書類作成会社の営業用バスに
ついては、残存価額が取得価額の１％に達するまで減価償却を行うこととしてお
ります。

(ⅱ)無形固定資産 定額法を採用しております。
（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。
(ⅲ)リース資産　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とした定額法を採用しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該
残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

③重要な引当金の計上基準
(ⅰ)貸倒引当金　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

(ⅱ)賞与引当金　　　　　　　　　　従業員に支給する賞与に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を
計上しております。

(ⅲ)役員賞与引当金　　　　　　　　役員に支給する賞与に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計
上しております。

(ⅳ)役員退職慰労引当金　　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく当連結会計
年度末要支給額を計上しております。

(ⅴ)過年度雑収計上旅行券引当金　　負債計上中止後にお客様のご利用により回収された場合に発生する損失に備える
ため、過去の実績に基づく将来の回収見込額を計上しております。

④重要なヘッジ会計の方法
(ⅰ)ヘッジ会計の方法　　　　　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップ特例処理の要件を満た

している場合は特例処理を採用しております。
(ⅱ)ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金利息
(ⅲ)ヘッジ方針　　　　　　　　　　原債務である借入金の金利変動リスクをヘッジする方針であります。
(ⅳ)ヘッジの有効性評価の方法　　　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計を比較し、ヘッジの有効性の評価を行っております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略し
ております。

⑤重要な収益および費用の計上基準
完成工事高および完成工事
原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい
ては工事進行基準を適用し、その他の工事については、工事完成基準を適用して
おります。なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度末における進捗
率の見積りは、原価比例法によっております。

⑥のれんに関する事項
のれんの償却方法および
償却期間

のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。ただし、金額が
僅少な場合には当該勘定が生じた期の損益として処理しております。

⑦その他連結計算書類作成のための重要な事項
(ⅰ)退職給付に係る会計処理の方法

イ．退職給付見込額の期間
帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

ロ．数理計算上の差異およ
び過去勤務費用の費用
処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ
発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
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(ⅱ)消費税等の会計処理　　　　　　消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(ⅲ)表示方法の変更 前連結会計年度において「特別利益」区分に表示しておりました「運行補助金」

は、当連結会計年度より「売上高」に含めて表示することとしております。この
変更は、近年の過疎化や少子高齢化による外部環境の変化に伴い、地方公共団体
等から路線維持の要請が増し、収受する補助金の金額的重要性が高まったこと、
また、「地域公共交通の活性化および再生に関する法律の一部を改正する法律」
の施行に伴い、経常的性格や運送収益を補填する性格がより明確になったことか
ら、損益区分をより適正に表示するために行ったものであります。
なお、前連結会計年度の連結損益計算書において特別利益に表示しておりました
「運行補助金」は、1,621百万円であります。
また、「運行補助金」の計上区分の変更を契機に、明瞭性を高める観点から表示
方法の見直しを行った結果、前連結会計年度の「流動資産」において区分掲記し
ておりました「未収運賃」および「その他」に含めて表示しておりました「未収
補助金」を、当連結会計年度より「流動資産」の「受取手形および売掛金」に含
めて表示しております。
なお、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」の「その他」に含
めて表示しておりました「未収補助金」は、1,061百万円であります。

２．会計方針の変更に関する注記
(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、
「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）お
よび「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰
余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。
また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の
見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益
等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)および事業
分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって
適用しております。

なお、これによる連結計算書類に与える影響額はありません。

３．連結貸借対照表に関する注記
⑴担保に供している資産および担保に係る債務

担保に供している資産
建物および構築物 986百万円
車両 2百万円
土地 3,129百万円
投資有価証券 874百万円
差入保証金 92百万円

計 5,085百万円
担保に係る債務

短期借入金 70百万円
長期借入金（一年内返済予定含む） 840百万円
受入保証金 320百万円
支払手形および買掛金 96百万円
預り金 24百万円

計 1,352百万円
⑵有形固定資産の減価償却累計額 30,148百万円
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

当連結会計年度期首株式数（株） 当連結会計年度増加株式数（株） 当連結会計年度減少株式数（株） 当連結会計年度末株式数（株）

発 行 済 株 式

普 通 株 式 30,860,000 － － 30,860,000

合　　　計 30,860,000 － － 30,860,000

自 己 株 式

普 通 株 式 ( 注 ) 724,545 6,821 － 731,366

合　　　計 724,545 6,821 － 731,366

（注)自己株式の普通株式の増加6,821株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
⑵剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

決　　　議 株 式 の 種 類 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

平成27年 6 月26日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 75 2.5 平成27年 3 月31日 平成27年 6 月29日

平成27年11月10日
取 締 役 会 普 通 株 式 75 2.5 平成27年 9 月30日 平成27年12月８日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

平成28年 6 月29日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 利益剰余金 75 2.5 平成28年 3 月31日 平成28年 6 月30日
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５．金融商品に関する注記
⑴金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については主に流動性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については銀行等金融機関
からの借入による方針です。
営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規
程に沿ってリスク低減を図っております。
投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式と国債、地方債等の債券であり、市場価格の変動リスクに晒
されておりますが、四半期毎に時価の把握を行っております。
長期預金は、期限前解約特約付預金（コーラブル預金）であり、当社より期限前解約を行う場合、損失が生じる可能性
があります。
営業債務である支払手形および買掛金、未払金はそのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則として５年以内）は主に設備投資
に係る資金調達です。

⑵金融商品の時価等に関する事項
平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

（百万円）
連結貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額

⑴現金および預金 5,299 5,299 －

⑵受取手形および売掛金 4,305 4,305 －

⑶有価証券および投資有価証券

その他有価証券 4,405 4,405 －

⑷その他（長期預金） 500 493 △6

⑸支払手形および買掛金 (1,186) (1,186) －

⑹短期借入金 (70) (70) －

⑺未払金 (2,830) (2,830) －

⑻長期借入金(一年内返済予定含む) (1,509) (1,508) △1

(＊)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
(注)１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項
⑴現金および預金、ならびに⑵受取手形および売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
⑶有価証券および投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示された価格によっておりま
す。

⑷その他（長期預金）
長期預金の時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。

⑸支払手形および買掛金、⑹短期借入金、ならびに⑺未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑻長期借入金(一年内返済予定含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する
方法によっております。

(注)２．非上場株式(連結貸借対照表計上額103百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑶有価証券および投資有価証券　その他有価証
券」には含めておりません。

－ 15 －

連結注記表



６．賃貸等不動産に関する注記
⑴賃貸等不動産の状況に関する事項

当社および一部の子会社では、兵庫県その他の地域において、賃貸用の商業施設、オフィスビル、賃貸住宅等(土地を含
む)を有しております。

⑵賃貸等不動産の時価に関する事項
（百万円）

連結貸借対照表計上額 時価

15,474 19,562

(注)１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注)２．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産調査報告書に基づく金額、そ

の他の物件については、公示価格や近隣の取引事例、固定資産評価額等に基づいて自社で算定した金額であります。
ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指
標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。また、当連結
会計年度に新規取得したものについては、時価の変動が軽微であると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもっ
て時価としております。

７．１株当たり情報に関する注記
⑴１株当たり純資産額 1,278円90銭
⑵１株当たり当期純利益 70円81銭

８．その他の注記
⑴減損損失

当社グループは、管理会計上の区分、投資の意思決定を基礎として継続的に収支の把握がなされている単位でグルー
ピングを実施しております。
当連結会計年度におきまして、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

(百万円)
場 所 用 途 種 類 減 損 損 失

神戸市中央区 飲食店舗設備他 建物等 66

兵庫県姫路市 介護施設 土地等 21

大阪市都島区 食品製造販売 食品販売設備等 68
(減損損失の認識に至った経緯)

飲食事業、介護事業および食品製造販売事業におきましては、経常的な損失を計上しており、収益性の回復が見込ま
れないため飲食店舗設備、介護施設および食品販売設備等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
損失として計上しております。
その内訳は、建物および構築物76百万円、機械装置および工具器具備品51百万円、土地12百万円、ソフトウェア０
百万円、長期前払費用16百万円であります。
(回収可能価額の算定方法)

飲食店舗設備等の回収可能価額の算定につきましては、使用価値が見込めず、売却や他への転用が困難な資産である
ため、帳簿価額を全額減額しております。
介護施設および食品販売設備等の回収可能価額の算定につきましては、正味売却価額を用いております。

⑵圧縮記帳
国・兵庫県等より受入れたバス利便性向上促進事業補助金および公共交通バリアフリー化促進事業補助金等により、
建物および構築物10百万円、機械装置および工具器具備品13百万円、車両58百万円、ソフトウェア11百万円取得価
額を圧縮しております。
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株主資本等変動計算書

（平成27年４月 １ 日から
平成28年３月31日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計 利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金

合 計特 別 償 却
準 備 金

固定資産圧縮
積 立 金

圧縮特別勘定
積 立 金

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

平成27年４月１日　期首残高 3,140 2,235 2,235 307 110 611 381 9,395 6,513 17,320 △430 22,265
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △150 △150 △150
当 期 純 利 益 978 978 978
特別償却準備金の取崩 △26 26 － －
固定資産圧縮積立金の積立 381 381 381
固定資産圧縮積立金の取崩 △124 124 － －
圧縮特別勘定積立金の取崩 △381 △381 △381
別 途 積 立 金 の 積 立 500 △500 － －
法人税等の税率変更に伴う調整 2 22 △24 － －
自己株式の取得 △4 △4
株主資本以外の項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － △24 279 △381 500 454 828 △4 823
平成28年３月31日　期末残高 3,140 2,235 2,235 307 85 891 － 9,895 6,968 18,148 △435 23,088

評価・換算差額等 純 資 産 合 計その他有価証券評価差額金
平成27年４月１日　期首残高 1,550 23,816
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △150
当 期 純 利 益 978
特別償却準備金の取崩 －
固定資産圧縮積立金の積立 381
固定資産圧縮積立金の取崩 －
圧縮特別勘定積立金の取崩 △381
別 途 積 立 金 の 積 立 －
法人税等の税率変更に伴う調整 －
自己株式の取得 △4
株主資本以外の項目の事業年度中
の 変 動 額 ( 純 額 ) 182 182

事業年度中の変動額合計 182 1,005
平成28年３月31日　期末残高 1,732 24,821
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴資産の評価基準および評価方法
①有価証券

子会社および関連会社株式　　　移動平均法による原価法
その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法
②たな卸資産

商品　　　　　　　　　　　　　売価還元法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）

原材料および貯蔵品　　　　　　移動平均法による原価法等（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法により算定）

⑵固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
（リース資産を除く）

主として定率法を採用しております。
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定
額法によっております。また、車両のうち営業用バスについては、残存価額が取
得価額の１％に達するまで減価償却を行うこととしております。

②無形固定資産 定額法を採用しております。
（リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。
③リース資産　　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とした定額法を採用しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該
残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

⑶引当金の計上基準
①貸倒引当金　　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

②賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員に支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上
しております。

③退職給付引当金　　　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金
資産の見込額に基づき計上しております。

（ⅰ）退職給付見込額の期間帰
属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。

（ⅱ）数理計算上の差異および
過去勤務費用の費用処理
方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生
の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
なお、未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の貸借対照表における
取扱いが連結貸借対照表と異なります。

⑷ヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法　　　　　　　　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップ特例処理の要件を満た

している場合は特例処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象　　　　　ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金利息
③ヘッジ方針　　　　　　　　　　　原債務である借入金の金利変動リスクをヘッジする方針であります。
④ヘッジの有効性評価の方法　　　　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計を比較し、ヘッジの有効性の評価を行っております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略し
ております。
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⑸その他計算書類作成のための基本となる事項
①消費税等の会計処理　　　　　　　消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
②表示方法の変更 前事業年度において「特別利益」区分に表示しておりました「運行補助金」は、

当事業年度より「売上高」に含めて表示することとしております。この変更は、
近年の過疎化や少子高齢化による外部環境の変化に伴い、地方公共団体等から路
線維持の要請が増し、収受する補助金の金額的重要性が高まったこと、また、「地
域公共交通の活性化および再生に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴
い、経常的性格や運送収益を補填する性格がより明確になったことから、損益区
分をより適正に表示するために行ったものであります。
なお、前事業年度の損益計算書において特別利益に表示しておりました「運行補
助金」は、1,073百万円であります。

２．貸借対照表に関する注記
⑴担保に供している資産および担保に係る債務

担保に供している資産
建物 986百万円
車両 2百万円
土地 3,129百万円
投資有価証券 867百万円

計 4,985百万円
担保に係る債務

短期借入金 70百万円
長期借入金（一年内返済予定含む） 150百万円
財団抵当借入金(一年内返済予定含む） 690百万円
受入保証金 320百万円

計 1,231百万円
⑵有形固定資産の減価償却累計額 25,497百万円
⑶保証債務

（百万円）
被 保 証 先 保 証 金 額 保 証 債 務 の 内 容

株 式 会 社 神 姫 ト ラ ベ ル （ 注 ） 15 取 引 保 証

株 式 会 社 冨 士 屋 か ま ぼ こ 200 借 入 保 証

し ん き エ ン ジ ェ ル ハ ー ト 株 式 会 社 30 借 入 保 証

計 245 －
（注）株式会社エー・ビー・シー神姫トラベルは、平成28年4月1日より株式会社神姫トラベルに商号変更しております。

⑷関係会社に対する金銭債権および金銭債務
①短期金銭債権 797百万円
②長期金銭債権 809百万円
③短期金銭債務 6,163百万円
④長期金銭債務 452百万円

３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
①売上高 729百万円
②売上原価 2,411百万円
③営業取引以外の取引高 222百万円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類および株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数（株） 当事業年度増加株式数（株） 当事業年度減少株式数（株） 当事業年度末株式数（株）

普 通 株 式 724,545 6,821 － 731,366

（注）自己株式の普通株式の増加6,821株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒引当金 244百万円
賞与引当金 150百万円
未払事業税等 27百万円
退職給付引当金 329百万円
減価償却費 19百万円
株式評価減 111百万円
減損損失 37百万円
その他 173百万円

繰延税金資産小計 1,093百万円
評価性引当額 △406百万円
繰延税金資産合計 687百万円
繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △392百万円
その他有価証券評価差額金 △744百万円
退職給付信託設定益 △345百万円
特別償却準備金 △37百万円
その他 △2百万円

繰延税金負債合計 △1,523百万円
繰延税金負債の純額 △836百万円

６．関連当事者との取引に関する注記
子会社

属 性 会 社 の 名 称 事業の内容
議 決 権 等
の 所 有
(被 所 有 )
割 合 (％ )

関連当事者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)

子 会 社 株 式 会 社
エ ル テ オ 不 動 産 業 100.0

役員の兼任
施 設 の 管
理 ・ 営 繕

資金の貸付（注１） 595 短期貸付金 595

子 会 社 株 式 会 社
冨士屋かまぼこ

レジャーサ
ー ビ ス 業 100.0 役員の兼任

資金の貸付
資金の貸付（注２）
債務保証　（注３）

300
200

長期貸付金
－

802
－

子 会 社 神 姫 商 工
株 式 会 社

車 両 物 販
・ 整 備 業 100.0

役員の兼任
車両の整備
施設の賃貸

資金の預り（注１） 2,033 預 り 金 2,033

子 会 社 神 姫 逓 送
株 式 会 社

自 動 車
運 送 業 100.0 役員の兼任 資金の預り（注１） 842 預 り 金 842

子 会 社 株 式 会 社
ホ ー プ

業 務 受
託 事 業 100.0 役員の兼任 資金の預り（注１） 802 預 り 金 802

子 会 社 神姫観光バス
株 式 会 社 旅行貸切業 100.0 役員の兼任

施設の賃貸 資金の預り（注１） 547 預 り 金 547

（注１）資金の貸付および預りは、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）によるものであり、利息は市場金利を
勘案して合理的に決定しております。

（注２）資金の貸付については、利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
（注３）金融機関借入金に対し債務保証をしております。

－ 20 －

個別注記表



７．１株当たり情報に関する注記
①１株当たり純資産額 823円86銭
②１株当たり当期純利益 32円48銭

８．その他の注記
⑴減損損失

当社は、管理会計上の区分、投資の意思決定を基礎として継続的に収支の把握がなされている単位でグルーピングを
実施しております。
当事業年度におきまして、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

(百万円)
場 所 用 途 種 類 減 損 損 失

神戸市中央区 飲食店舗設備他 建物等 66
(減損損失の認識に至った経緯)

飲食事業におきましては、経常的な損失を計上しており、収益性の回復が見込まれないため飲食店舗設備等の帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
その内訳は、建物46百万円、機械装置および工具器具備品３百万円、ソフトウェア０百万円、長期前払費用16百万
円であります。
(回収可能価額の算定方法)

回収可能価額の算定につきましては、売却や他への転用が困難な資産であるため、帳簿価額を全額減額しております。
⑵圧縮記帳

国・兵庫県等より受入れたバス利便性向上促進事業補助金および公共交通バリアフリー化促進事業補助金等により、
建物１百万円、構築物７百万円、機械装置および工具器具備品13百万円、車両56百万円、ソフトウェア11百万円取
得価額を圧縮しております。
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